
アクション・プラン ～出先機関の原則廃止に向けて～（抜粋） 

（平成２２年１２月２８日閣議決定） 

国のかたちを変えて、住民に身近な行政はできる限り地方自治体に委ね、地域にお 

ける行政を地方自治体が自主的かつより総合的に実施できるよう出先機関の事務・権 

限をブロック単位で移譲すること等により、出先機関改革を下記のとおり進める。 

２ 地方自治体が特に移譲を要望している事務・権限については、次のように整理する。 

（３）公共職業安定所（ハローワーク） 

利用者である地域の住民の利便性を向上させる観点から、まずは、希望する地方 

自治体において、国が行う無料職業紹介、雇用保険の認定・給付等の事務と地方が 

行う無料職業紹介、職業能力開発、公営住宅、福祉等に関する相談業務等が、地方 

自治体の主導の下、運営協議会の設置などにより一体的に実施され、利用者の様々 

なニーズにきめ細かく応えることが可能となるよう、所要の措置を講ずることとす 

る。その際、国は地方自治体からの特区制度等の提案にも誠実に対応することを基 

本とし、国の求人情報等の地方自治体への提供等当該一体的な実施の具体的な制度 

の内容については、地方自治体の実情に応じて、国と地方自治体が協議して設計す 

る。 

上記について速やかに着手し、当該一体的な実施を３年程度行い、その過程にお 

いてもその成果と課題を十分検証することとし、広域的実施体制の枠組みの整備状 

況も踏まえ、地方自治体への権限移譲について検討することとする。その際には、 

ＩＬＯ第 88 号条約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対 

策における機動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留 

意する。 
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出先機関の原則廃止に向けた今後の取組方針（抜粋） 

（平成２３年１２月２６日第１５回地域主権戦略会議了承） 

｢出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲｣については、現在の取組を継続。その

他の 3 課題については、全ての取組のベースである「アクション・プラン」を、百かゼロ
かということではなく、少しでも前進させるよう、取組を強化。

「アクション・プラン」の課題 今後の取組方針 

ハローワーク 知事会の協力も得て、国・地方の一体的取組を全国的

に進める。

同時に、特区制度を活用して、試行的に、東西 1 か所
ずつハローワークが移管されているのと実質的に同じ状

況を作り、移管可能性の検証を行う（仮称：ハローワー

ク特区）。具体的な内容は、国と地方が協議して決定する。
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地方分権改革有識者会議雇用対策部会報告書（抜粋） 

（平成２５年８月２９日内閣府地方分権改革有識者会議雇用対策部会提出） 

５ 見直しの方向性等 

 以上の議論を受けた見直しの方向性等は以下のとおりである。 

(1) ハローワークの求人情報を地方公共団体に提供する取組を、個性を活かし自 

立した地方をつくるという地方分権の観点から、積極的に進めるべきである。 

これは、求人と求職のマッチング機能の強化を掲げる政府方針（日本再興戦 

略（参考資料７））にも沿うものである。 
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日本再興戦略（抜粋） 

（平成２５年６月１４日閣議決定） 

第Ⅱ ３つのアクションプラン 

一. 日本産業再興プラン 

２． 雇用制度改革・人材力の強化 

②民間人材ビジネスの活用によるマッチング機能の強化 

○ハローワークの求人・求職情報の開放等 

・ハローワークの保有する求人情報を、民間人材ビジネスや地方自治体

に対して、来年度中のできるだけ早期に提供を開始するなど、多様な

サービスを提供可能にする。本年８月末までに検討を進め結論を得た

上で、必要な措置を講ずる。

・ハローワークの保有する求職情報の開放について、求職者や民間人材

ビジネスに対するニーズ調査を直ちに実施し、本年末を目途に結論を

得る。また、ハローワークの求職者が民間人材ビジネスの活用を希望

する場合の円滑な誘導支援を速やかに開始する。

・ハローワーク特区等の経験に基づき、自治体の意向を踏まえハローワ

ークと地方自治体の職業紹介機関等の連携強化を全国展開する。
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平成 26 年の地方からの提案等に関する対応方針（抜粋） 

（平成２７年１月３０日閣議決定） 

４ 国から地方公共団体への事務・権限の移譲等 

【厚生労働省】 

（１）職業安定法（昭 22 法 141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派 

遣労働者の保護等に関する法律（昭 60 法 88） 

公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が 

行う無料職業紹介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の 

募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向 

性により見直す。 

（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体 

の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取 

組、ハローワークの求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組 

など、ハローワークと地方公共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地 

方公共団体と一体となった雇用対策をこれまで以上に推進する。 

（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・ 

権限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬ 

Ｏ第 88 号条約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇 

用対策における機動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わ 

る議論等に留意する。 

（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる 

公的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなど 

の措置を講ずる。 

（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成 27 年 

度から開始する。 
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